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第6章 調査、予測及び評価の結果 

6.12 廃棄物等 

6.12.1 予測 

(1) 造成工事及び施設の設置等 

1) 予測内容 

建設工事に伴う残土及び副産物の種類別の発生量及びリサイクル等の抑制策による削

減状況について予測した。 

 

2) 予測地域 

対象事業実施区域とした。 

 

3) 予測対象時期等 

工事期間中とした。 

 

4) 予測方法 

a) 影響予測の考え方 

工事計画等より、建設残土及び副産物量を把握し、その処分方法に基づき廃棄物の影

響を予測する方法とした。 

 

b) 予測条件 

① 建設残土の発生量及び処理方法 

建設残土の発生量及び処理方法は表 6.12.1 に示すとおりである。造成工事及び施設

の設置により、35,110m3の建設残土が発生し、そのうち 20,710m3が場内利用(埋め戻し)

に供される。場内利用後に発生する建設残土 14,400m3については専門業者に委託し、適

切な有効利用又は埋め立て処分を図る。 

 

表 6.12.1 建設残土の発生量及び処理方法 

廃棄物種類 単位 発生量 
再利用量 

（場内利用）

再利用後の 

発生量 
処理方法 

残土(建設発生土) m3 35,110 20,710 14,400 場内埋め戻し等 

注：残土の発生量、場内利用量、最終処分量、処理方法はメーカーへのヒアリング結果によるものである。 

 

② 建設副産物の発生量及び処理方法 

建設副産物の発生量及び処理方法は表 6.12.2 に示すとおりである。造成工事及び施

設の設置により、合計で 7,803t の副産物が発生する。発生した副産物のうち、建設汚泥

については可能な限り場内利用又は再資源化を行い、その他の建設副産物については可

能な限り再資源化を行う。再資源化等の実施後の最終処分(埋め立て)量は合計で約 425t

となる計画である。 
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表 6.12.2 建設副産物の発生量及び処理方法 

No. 廃棄物種類 単位 発生量注1 再資源化率注1 再資源化量 最終処分量 処理方法注1 

1 アスファルト・ 

コンクリート塊 
t 893.00 100% 893.00 0.00 再資源化 

2 コンクリート塊 t 890.00 100% 890.00 0.00 再資源化 

3 建設発生木材 t 1,760.00 100% 1,760.00 0.00 再資源化 

4 建設汚泥 t 3,457.30 90% 3,111.57 345.70 
場内利用・再資源化 

・最終処分 

5 建設混合廃棄物 t 63.00 55% 34.65 28.35 再資源化・最終処分 

6 金属くず t 21.00 100% 21.00 0.00 再資源化 

7 廃プラスチック類 t 402.00 95% 381.90 20.10 再資源化・最終処分 

8 紙くず t 14.00 95% 13.30 0.70 再資源化・最終処分 

9 ガラス・陶磁器くず t 203.00 90% 182.70 20.30 再資源化・最終処分 

10 石膏ボード t 100.00 90%注 2 90.00 10.00 再資源化・最終処分 

合計 t 7,803.30 － 7,378.12 425.15  

注 1：廃棄物の発生量、再資源化率、処理方法はメーカーへのヒアリング結果によるものである(ただし、石膏ボ

ードの再資源化率は除く)。 

注 2：石膏ボードの再資源化率について、「令和元年度新潟県産業廃棄物実態調査(平成 30 年度実績）」(新潟県県

民生活・環境部廃棄物対策課 HP https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1247774493247.html)

において、石膏ボードはガラスくず、陶磁器くずと同一の区分に分類されているため、ガラス・陶磁器くず

と同一の数値を用いた。 

 

③ 工事期間中の廃棄物等の保管方法 

工事期間中に発生した廃棄物については、工事の進捗に応じてコンテナ等を設置し、

そこで保管する計画としている。又、標識等を用いて適切に分別して保管する。 

 

5) 予測結果 

造成工事の実施及び施設の設置により、35,110m3の建設残土が発生する。この残土のう

ち、20,710m3は場内埋め戻しによる場内利用に供される。場内利用後に発生する 14,400m3

の残土については、専門業者に委託し、適切な有効利用又は埋め立て処分を図る。 

建設副産物について、造成工事又は施設の設置により、合計で約 7,800t の建設副産物

が発生する。発生した副産物のうち、建設汚泥については可能な限り場内利用又は再資源

化を行い、その他の建設副産物については可能な限り再資源化を行う。再資源化等の実施

後の最終処分(埋め立て)量は合計で約 425t である。なお、発生した副産物は、工事の期

間中はコンテナボックス等を用いて適切に保管する。 
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(2) 施設の稼動に伴う廃棄物等の影響 

1) 予測内容 

a) ごみ処理施設からの処理残渣 

施設の稼動によって生じる処理残渣の種類及び種類毎の排出量、処理方法の状況につい

て予測した。 

b) 管理棟からの一般廃棄物 

管理棟等から排出される事業系一般廃棄物の発生量及び処理方法の状況について予測

した。 

 

2) 予測地域 

対象事業実施区域とした。 

 

3) 予測対象時期 

予測対象時期は、供用開始年度とした。 

 

4) 予測方法 

a) 影響予測の考え方 

ごみ処理施設の稼動に伴う廃棄物の種類毎の発生量について、事業計画及び事例の引用

により予測した。 

 

b) 予測条件 

① ごみ処理施設からの処理残渣 

ア エネルギー回収型廃棄物処理施設からの処理残渣 

エネルギー回収型廃棄物処理施設での廃棄物の焼却残渣の量は表 6.12.3に示すとお

りである。施設の稼動により、年間約 1,584t の焼却主灰及び約 1,104t の焼却飛灰が発

生する。 

 

表 6.12.3 エネルギー回収型廃棄物処理施設からの焼却残渣の発生量 

項目 単位 発生量注 

焼却主灰 湿重量 t/年 1,584 

焼却飛灰 湿重量 t/年 1,104 

合計 湿重量 t/年 2,688 

注：焼却主灰の発生量はメーカーへのヒアリング結果によるものである。 
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イ マテリアルリサイクル推進施設からの処理残渣 

「第 1章 1.4.5 (6) マテリアルリサイクル推進施設の概要」より、マテリアルリ

サイクル推進施設における年間の計画ごみ処理量は表 6.12.4 に示すとおりである。こ

れらの処理対象物は、「第 1 章 1.4.5 (6) マテリアルリサイクル推進施設の概要」

に示した処理フローに基づき破砕・選別、処理される。 

各処理対象物において想定される品目ごとの割合及び発生量は表 6.12.5に示すとお

りである。処理残渣は主に不燃・粗大ごみから発生し、施設の稼動により、年間 176.0t

の可燃残渣、206.7t の不燃残渣等の処理残渣が発生する。 

 

表 6.12.4 マテリアルリサイクル推進施設における処理量 

処理対象物 単位 処理量 

かん t/年 237.1 

びん t/年 580.1 

不燃・粗大 

(小型家電を除く) 
t/年 603.4 

不燃・粗大 

(小型家電) 
t/年 111.9 

プラスチック製容器包装 t/年 591.1 

有害ごみ t/年 35.3 

合計 t/年 2,158.9 

出典：「中間処理施設整備基本設計 報告書」（平成 31 年 3 月 五泉地域

衛生施設組合）をもとに作成 

 

表 6.12.5 処理対象物の割合及び処理量又は発生量 

処理対象物 品目 割合(%) 処理量又は発生量(t/年) 

かん注1 
スチール 46.4% 110.0

237.1 
アルミ 53.6% 127.1

びん注1 

白 37.2% 215.8

580.1 

茶 33.9% 196.6

青・緑 8.9% 51.6

赤・黒 1.7% 9.9

生きびん 18.3% 106.2

不燃・粗大注2 

(小型家電を除く) 

鉄 30.4% 183.6

603.4 
アルミ 6.1% 37.1

可燃残渣 29.2% 176.0

不燃残渣 34.3% 206.7

不燃・粗大注3 

(小型家電) 
－ － 111.9 111.9 

プラスチック製容器包装注3 － － 591.1 591.1 

有害ごみ注3 － － 35.3 35.3 

合計 － 2,158.9 2,158.9 

注 1：品目別割合は「中間処理施設整備基本設計 報告書」（平成 31 年 3 月 五泉地域衛

生施設組合）によるものである。 

注 2：品目別割合はメーカーへのヒアリング結果によるものである。 

注 3：品目別割合が不明な処理対象物である。  
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② 管理棟等からの一般廃棄物 

管理棟から排出される事業系一般廃棄物の量は、「五泉地域衛生施設組合 一般廃棄物

中間処理施設整備基本計画報告書」(平成 30 年 3 月 五泉地域衛生施設組合)における 2

市 1 町の 1 人 1 日あたりの事業系ごみの平均排出量に施設の従業員数を乗じることによ

り算出した。 

 

ア 1 人 1 日あたりの平均排出量 

平成 23～28 年度の 2 市 1 町の 1 人 1 日あたりの平均排出量は表 6.12.6 に示すとお

りであり、1人 1 日あたり 243g の廃棄物を排出する。 

 

表 6.12.6 2 市 1 町の 1人 1 日あたりの平均排出量(平成 23～28 年度) 

項目 単位 H23 H24 H25 H26 H27 H28 平均

2市 1町の事業系ごみ排出量 t 9,967 10,080 9,653 9,726 10,085 10,063 9,929

人口 人 115,380 114,018 112,578 111,122 109,514 107,860   

年間日数 日 366 365 365 365 366 365   

1 人 1 日あたり平均排出量 g/人・日 236 242 235 240 252 256 243

出典：「五泉地域衛生施設組合 一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」(平成 30 年 3月 五泉地域衛生施設組合)

をもとに作成 

 

イ 施設の従業員数 

計画施設の従業員数は表 6.12.7 に示す通りである。計画施設の従業員数はメーカー

へのヒアリング結果より、平日 45 人、土曜日 26 人、休日 4人とした。 

なお、勤務時間については、現行施設と同様とし、土曜日は午前中のみと想定した。 

 

表 6.12.7 計画施設の従業員数 

施設名、項目 
人数 

備考 
平日注1 土曜注2 休日注1

エネルギー回収型 

廃棄物処理施設 

受入 5 3 －  

宿直 4 4 4 4 人×4班の交代制により運転

保守整備 5 3 － 

管理 6 3 － 

マテリアルリサイクル推進施設 25 13 －  

合計 45 26 4

注 1：従業員数はメーカーへのヒアリング結果によるものである。 

注 2：土曜日における従業員(宿直を除く)の勤務時間は現行施設と同様、午前中のみと想定し、平日の 0.5 倍とし、

小数点以下を切り上げて設定した。 
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5) 予測結果 

a) ごみ処理施設からの処理残渣 

① エネルギー回収型廃棄物処理施設からの焼却残渣 

焼却後の残渣物の量に関する予測結果は表 6.12.8 に示すとおりである。本施設の焼

却残渣は、年間約 2,700t、1 日あたり約 10t が発生することと予測される。これらの焼

却残渣は搬出車両により搬出される。 

 

表 6.12.8 エネルギー回収型廃棄物処理施設からの焼却残渣の発生量 

項目 
発生量 稼働日数 

(ｔ/年) (ｔ/日) (日) 

焼却主灰 1,584 5.7 280 

焼却飛灰 1,104 3.9 280 

合計 2,688 9.6 280 

 

② マテリアルリサイクル推進施設からの処理残渣 

マテリアルリサイクル推進施設における処理残渣の量に関する予測結果は表 6.12.9

に示すとおりである。これらのうち、可燃残渣はエネルギー回収型廃棄物処理施設で処

理され、不燃残渣及びその他の処理対象物は「第 1 章 1.4.5 (6) マテリアルリサイ

クル推進施設の概要」及び「五泉地域衛生施設組合 中間処理施設整備基本計画」(平成

30 年 3 月 五泉地域衛生施設組合)における処理計画に基づき適切に処理され、再資源

化又は最終処分される。 

 

表 6.12.9 マテリアルリサイクル推進施設における品目別処理量又は処理残渣の発生量 

処理対象物 品目 処理量又は発生量(t/年) 

かん 
スチール 110.0 

アルミ 127.1 

びん 

白 215.8 

茶 196.6 

青・緑 51.6 

赤・黒 9.9 

生きびん 106.2 

不燃・粗大 

(小型家電を除く) 

鉄 183.6 

アルミ 37.1 

可燃残渣 176.0 

不燃残渣 206.7 

不燃・粗大 

(小型家電) 
－ 111.9 

プラスチック製容器包装 － 591.1 

有害ごみ － 35.3 

合計 2,158.9 
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b) 管理棟等からの一般廃棄物 

本施設における業務等によって排出される事業系一般廃棄物の発生量は表 6.12.10 に

示すとおりである。1人 1 日あたり排出量及び従業員数より、平日で 10.94kg/日、土曜で

6.32kg/日、休日で 0.97kg/日と予測される。 

本事業では、可燃ごみは全て本施設で焼却処理されることになる。その他の廃棄物につ

いては、分別され、その性状に応じて再資源化や適切な処理、処分等に努める計画である。

又、発生する廃棄物の抑制に努める計画である。 

 

表 6.12.10 事業系一般廃棄物の予測発生量 

1 人 1 日あたり排出量 

(g/人･日) 

従業員数(人/日) 予測排出量(kg/日) 

平日 土曜 休日 平日 土曜 休日 

243 45 26 4 10.94 6.32 0.97 
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6.12.2 評価 

(1) 造成工事及び施設の設置に伴う廃棄物等の影響 

1) 評価方法 

a) 影響の回避・低減に係る評価 

造成工事及び施設の設置に伴う廃棄物等の排出が事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにすることで評価した。 

 

b) 環境保全施策との整合性 

予測結果とリサイクル等に係る目標値との比較を行い、環境保全施策と整合するか否か

について評価を行った。 

整合性を検討する環境保全施策としては、国土交通省及び北陸地方建設副産物対策連絡

協議会において、建設リサイクル推進計画が策定されており、平成 30 年度目標は表 

6.12.11 に示すとおりである。 

 

表 6.12.11 建設副産物に係るリサイクル等に係る目標値（平成 30 年度） 

対象品目 指標 国土交通省 

建設リサイクル推進計画

2014 

北陸地方建設副産物対策連

絡協議会・北陸地方建設リ

サイクル推進計画 2015 

アスファルト・コンクリ

ート塊、コンクリート塊
再資源化率 

99%以上 

99%以上 

99%以上 

99%以上 

建設発生木材、建設汚泥 再資源化・縮減率 
95%以上 

90%以上 

95%以上 

94%以上 

建設混合廃棄物 
排出率、 

再資源化・縮減率 

3.5%以下 

60%以上 

3.5%以下 

60%以上 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 96%以上 96%以上 

建設発生土 
建設発生土有効利

用率 
80%以上 80%以上 
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2) 評価結果 

a) 影響の回避・低減に係る評価 

環境影響の回避・低減に係る評価は表 6.12.12 に示すとおりである。発生する残土及

び建設副産物は出来る限り発生を抑制するとともに、場内利用等の再利用や再資源化に努

め、再生利用が困難な建設副産物については適正に保管・処理する。又、工事中は監督員

を配置するとともに第三者に工事監理を委託し、建設副産物の管理、処理が適切に行われ

るよう管理することから、造成工事及び施設の設置に伴う廃棄物等の影響は事業者により

実行可能な範囲内でできる限り低減されていると評価する。 

 

表 6.12.12 造成工事及び施設の設置に伴う廃棄物等の影響の回避・低減措置に係る評価結果 

配 慮 の 

観 点 

環境保全措置 
予測の結果、 

又は効果の程度 
評 価 

内容 
措置の

区 分 注

実施

主体

廃棄物等

の発生･

処理によ

る負荷量

の 削 減 

建設残土及び建設副産物については、

可能な限り、発生の抑制、場内利用又

は再資源化に努める。 
低減 事業者

可能な限り建設残土及び

建設副産物の発生を抑制

するとともに、再利用を促

進し、処理量を減少させる

ことで、環境に及ぼす影響

を軽減できる。 これらの環境

保全措置を適

切に実施する

ことで環境に

及ぼす影響の

低減を図って

いる。 

場内利用又は再資源化が困難な廃棄物

については、保管標識等を用いて適切

に保管及び処理する。 
低減 事業者

廃棄物等の適切な保管・処

理に努めることで、不要な

環境負荷の発生を避ける

ことができる。 

工事期間中は、工事現場に監督員を配

置するとともに、第三者に工事監理を

委託し、建設副産物について適切に処

理されるよう監視を行う。 

低減 事業者

監督員や第三者による工

事監理により、建設副産物

の発生抑制、再利用等を適

切に実施することができ、

環境に及ぼす影響を低減

できる。 
注:措置の区分：①回 避：特定の行為あるいはその一部を行わないことにより、影響全体を回避する。 

②最小化：行為とその実施において、程度と規模を制限することにより、影響を最小化する。 

③修 正：影響を受けた環境を修復、回復、又は改善することにより、影響を矯正する。 

④低 減：保護・保全活動を行うことにより、事業期間中の影響を低減・除去する。 

⑤代 償：代替の資源や環境で置換、あるいはこれらを提供することにより、影響を代償する。 

 

b) 国等の環境の保全に関する施策との整合性 

建設工事に伴い発生する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源

の有効な利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等

に基づき、廃棄物の発生抑制を図るとともに、分別回収の徹底により、再資源化及び再利

用等の促進を図る。再資源化等ができないものは専門業者に委託し、適切に最終処分(埋

め立て)を行う。 

なお、工事業者には監督員の配置を義務付けるとともに、工事期間中は第三者に工事監

理を委託し、建設副産物が適切に管理され、処理されるよう監視を行う計画としている。 

以上のことから、造成工事及び施設の設置等に伴う廃棄物等の影響の予測結果は、環境

保全施策との整合性が図られているものと評価する。  



 6-370

 

(2) 施設の稼動に伴う廃棄物等の影響 

1) 評価方法 

施設の稼動に伴う廃棄物等の排出が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されているかどうかを明らかにすることで評価した。 

 

2) 評価結果 

環境影響の回避・低減に係る評価は、表 6.12.13 に示すとおりである。 

廃棄物の適正な処理に努めるとともに、施設では処理が困難な廃棄物、処理を行わず一

時保管する廃棄物については、適切に保管する等、表 6.12.13 の環境保全措置を実施す

ることにより、施設の稼動に伴う廃棄物の影響は、事業者により実行可能な範囲内ででき

る限り低減されていると評価する。 

 

表 6.12.13 回避・低減措置に係る評価結果 

配 慮 の 

観 点 

環境保全措置 
予測の結果、 

又は効果の程度 
評 価 

内容 
措置の

区分注 1

実施

主体

廃棄物等

の発生･

処理によ

る負荷量

の 削 減 

廃棄物については、適正な処理に努め

る。 
低減 事業者

計画施設での処理対象ごみ

量を削減することで、環境に

及ぼす影響を軽減できる。 これらの環

境保全措置

を適切に実

施すること

で環境に及

ぼす影響の

低減を図っ

ている。 

施設では処理が困難な廃棄物、処理を

行わず一時保管する廃棄物について

は、適切に保管する。 
低減 事業者

廃棄物等の適切な保管に努

めることで、不要な環境負荷

の発生を避けることができ

る。 

計画施設の運営にあたっては、3R の推

進など、自治体の廃棄物の削減施策注 2

等を適切に実施する。 
低減 事業者

一般廃棄物の削減施策を適

切に実施することにより、施

設の運営による廃棄物の発

生量を減少させることがで

きる。 
注 1：措置の区分：①回 避：特定の行為あるいはその一部を行わないことにより、影響全体を回避する。 

②最小化：行為とその実施において、程度と規模を制限することにより、影響を最小化する。 

③修 正：影響を受けた環境を修復、回復、又は改善することにより、影響を矯正する。 

④低 減：保護・保全活動を行うことにより、事業期間中の影響を低減・除去する。 

⑤代 償：代替の資源や環境で置換、あるいはこれらを提供することにより、影響を代償する。 

注 2：自治体による廃棄物削減施策の例 

第 2次五泉市環境基本計画(平成 30 年 4月 五泉市)：令和 3年度において再生利用率 14%(平成 28 年

度比 1.1%増) 

 

 


